
今月の主な内容

広報

※処理手続きの都合上、前日16時までに
環境課又は各総合支所ほけん福祉課に
連絡をお願いします。

●伊野地区……役場本庁
●吾北地区……吾北総合支所
●本川地区……本川総合支所

問い合わせ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
環境課　　　　　　　　　 　 893‐1160
吾北総合支所ほけん福祉課 　 867‐2312
本川総合支所ほけん福祉課 　 869‐2114

飼えなくなった
犬の引取日

（住民基本台帳人口による）

（　）内は前年同月末日

いの町の人口いの町の人口

いの町ホームページ   http://www.town.ino.kochi.jp/

今月の納税

上下水道休日当番
いの町上下水道組合　　090‐9555‐6246

知っておこう　！　新型インフルエンザ対策 2
新型インフルエンザワクチン接種のお知らせ3
年末年始のごみ・し尿の収集ご確認ください4
いの町保健師・管理栄養士の健康宝箱①8
いの町財政事情の公表16

平成21年10月末日現在

N o . 6 3
2 0 0 9

12月1日（火）・16日（水）・1月20日（水）
受付時間  8：30～9：30

町県民税4期　国保税・介護保険料・後期高齢者保険料6期

●総人口　2６,870（27,326）人
●男　性　12,８6８（13,060）人
●女　性　14,００2（14,266）人
●世帯数　11,1３8（11,182）世帯

12

今月の主な内容今月の主な内容 いの町いの町いの町町ののののの人口人口人口

　伊野南小学校で「土石流学習」、「起震車体験」、「炊き出し訓練」などが行われました。参加した児童たちは、
日頃の備えや災害についての知識、いざという時にどのように行動したら良いかなどを学んでいました。

1111月1414日 いの町こども防災キャンプ 日 いの町こども防災キャンプ 
　　　　　　　　　　　in伊野南小学校開催　　　　　　　　　　　in伊野南小学校開催
11月14日 いの町こども防災キャンプ 
　　　　　　　　　　　in伊野南小学校開催
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新型インフルエンザワクチン接種のお知らせワクチン接種のお知らせ 新型インフルエンザ対策知っておこう！知っておこう！知っておこう！
◇　今回の新型インフルエンザは、通常の季節性インフルエンザと同様、急な発熱と咳、のどの痛みなど

の症状を伴いますが、ほとんどの方は、軽症のまま回復しています。
◇　抗インフルエンザウイルス薬（タミフル・リレンザ）による治療が有効です。
◇　基礎疾患（注）のある方や妊娠している方、小児、高齢者の方などは、重症化するリスクが高いので、特
に“かからない”よう気をつけましょう。

　インフルエンザワクチンは、新型インフルエンザ対策にとって有効な手段の一つです。今回の新型インフ
ルエンザワクチンには、これまでのデータから、重症化や死亡の防止に一定の効果が期待されています。ただ
し、感染防止の効果は証明されておらず、接種したからといって、かからないわけではありません。
　国内産のワクチンの安全性については、長年接種されてきた季節性インフルエンザワクチンと同程度と考
えられます。一方、輸入されるワクチンに関しては、海外で承認されていることを前提として、様々なデータ
をもとに、有効性・安全性を確認してから実際の接種を始めます。

※　ワクチン接種の効果とリスク
　ワクチン接種は多くの方々に重症化予防というメリットをもたらしますが、接種後、腫れたり、熱が出るな
どの症状が見られたりするほか、まれに重篤な症状を引き起こすことがあります。この点をご理解いただい
た上で、個人の選択により接種を受けていただくようお願いします。

咳エチケット

医療機関を受診するときの注意点

提示書類リスト

インフルエンザワクチン接種費用（ワクチンの接種回数は、対象の方によって異なります。）

優先的に接種する方々

家族や同僚がインフルエンザと診断されたときは

自宅療養にあたっては

〔問い合わせ〕 ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内）　        893－3811

新型インフルエンザに関するご相談は…
　町内にお住まいの方　高知県中央西福祉保健所　参 0889－22－1240（受付時間：平日8：30～17：30）

　
夜間や休日に受診できる医療機関を知りたいときは…
　救急医療情報センター（参 825－1299）に連絡してください。受診できる医療機関を紹介します。

①あなたが基礎疾患（注）のない方なら
　・１週間程度様子をみて、その間に発熱等の症状が出たら、かかりつけの医師又は一般の医療機関を受診

してください。
　・外出する際には、マスクの着用や手洗いの励行など感染拡大を防ぐ取組をお願いします。
　・出勤や登校は、職場や学校と相談してください。
②あなたが妊婦や基礎疾患（注）のある方なら
　・医師の判断により抗インフルエンザウイルス薬を予防的に処方する場合がありますので、かかりつけ

の医師に電話で相談しましょう。

①必ず、事前に電話をして受診時間や気をつけることを確認してください。
②受診する際は、必ずマスクを着用してください。
③基礎疾患（注）のある方や妊娠している方など重症化するリスクが高い方は、あらかじめかかりつけの医師
などと、発症した時の対応を話し合っておきましょう。
④受診は、できるだけ昼間にしましょう。

　医療機関では優先接種対象者等であることの確認が必要となりますので、接種の際には該当者であること
が確認できる次に掲げる公的な書類等を窓口で提示してください。なお、負担軽減対象者の方は、ほけん福祉
課又は吾北・本川総合支所ほけん福祉課で交付された受診券を必ず持参し、窓口で提示してください。

　１回目　3,600円
　２回目　2,550円（１回目と異なる医療機関で接種する場合は3,600円）
　※次に該当する方は、減額免除制度があります。制度を利用される方は、接種する前にほけん福祉課又は吾

北・本川総合支所ほけん福祉課に下記の提示書類リストにある書類を持参しお申し込みください。
　　全額免除（個人負担　　0円）…生活保護世帯及び住民税非課税世帯の者（ただし、優先接種対象者に限る。）
　　一部免除（個人負担1,000円／回）…上記以外の妊婦・１歳～就学前の幼児

　新型インフルエンザワクチンは、供給される量に限りがあるため、感染すると重症化するリスクが高い方
から優先的に、スケジュールに沿って接種を始めています。「優先接種対象者等」は、下記の方となります。な
お、接種時期は、変更になる可能性があります。

　今年中に接種が可能となる方（予定）
　　①医療従事者（インフルエンザ治療に直接関わる者）　 ②妊婦　③基礎疾患（注）を有する者
　　④幼児（１歳～就学前）　⑤小学校１～３年生

　来年１月から接種が可能となる方（予定）
　　⑥１歳未満児等の保護者　⑦小学校４～６年生　⑧中学生、高校生に相当する年齢の者
　　⑨65歳以上の者

①患者さん
　・外出は控え、なるべく個室で安静に過ごしましょう。　・処方された薬は、最後まで服用しましょう。
　・咳エチケットを守りましょう。　・家族にうつさないよう、家の中でもマスクを着用しましょう。
②家族の皆さん
　・患者さんの容態の変化に気を配り、悪化した場合はすぐに医療機関へ電話で相談しましょう。特に、

小さなお子さんは「意識障害」や「けいれん」などに注意しましょう。
　・マスクの着用、手洗いやうがいを心掛けましょう。 
　・できるだけ、患者さんと別の部屋で過ごしましょう。
　・部屋の湿度は高めにして、十分に換気をしましょう。

①基礎疾患を有する者 「優先接種対象者証明書」※かかりつけ医が接種する場合この限りではない。
②妊婦 「母子健康手帳」
③１歳～小学３年生 「母子健康手帳」又は「被保険者証」等※１
④１歳未満の小児の保護者 「母子健康手帳」又は「被保険者証」等※２
⑤優先接種対象者の内、身体上の理由で
　予防接種できない者の保護者等 「優先接種対象者証明書」（基礎疾患を有する者の場合）及び「被保険者証」等※２
⑥小学４年生～高校生に相当する年齢の者 「被保険者証」又は「学生証」等※１
⑦65歳以上の者 「被保険者証」又は「運転免許証」等※１

※１　年齢を確認できる書類
※２　１歳未満の小児又は優先接種対象者のうち身体上の理由により接種を受けられない者と同一世帯であることを確認できる書類

（注）基礎疾患には、慢性呼吸器疾患、慢性疾患、糖尿病、腎機能障害、ステロイド内服などによる免疫機能不全などがあります。
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い
の
町
上
水
道

水
質
検
査
結
果

平成２１年10月分

※いの町ホーム
ページにも掲載
しています。 
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第１９回
全
国
女
性
消
防
操
法
大
会

　
　
　
　
　
　

開
催
さ
れ
る

�������	
�

　１月から役場の閉庁時間が17
時15分に変更になります。
　これは、職員の勤務時間を国、
県、他の市町村の状況に合わせ
15分短縮することに
伴うもので、役場
の開庁時間は『８時
30分～17時15分』
になります。
　町民の皆さんの
ご理解とご協力をお
願いします。

役場の閉庁時間が
変わります

窓口は17時15分までに

12
月
の

消
防
団
行
事
予
定
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平
成
22
年
度

税
務
課
だ
よ
り

償
却
資
産
の
申
告
に
つ
い
て
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健康増進計画
キャッチフレーズ

①

③
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
気
持
ち
で

　

筋
肉
が
伸
び
や
す
く
、精
神
的
に
も

リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
い
る
入
浴
後
が
オ
ス

ス
メ

④
正
し
い
フ
ォ
ー
ム
で
伸
ば
し
て
い
る
部

位
を
感
じ
な
が
ら

ス
ト
レッ
チ
の
4
つ
の
ポ
イ
ン
ト

①
や
り
過
ぎ
や
反
動
を
つ
け
て
は
ダ
メ

　

気
持
ち
良
く
感
じ
る
あ
た
り
で
10

〜
20
秒
静
止

②
呼
吸
は
止
め
ず
に

　

細
く
ゆ
っ
く
り
と
息
を
吐
く
腹
式

呼
吸
を
行
え
ば
リ
ラ
ッ
ク
ス
効
果
も

ア
ッ
プ

ス
ト
レ
ッ
チ
の
効
果
っ
て
？

　
ス
ト
レ
ッ
チ
は
、固
ま
っ
て
し
ま
っ
た

筋
肉
を「
伸
ば
す
」こ
と
で
筋
肉
を
緩

め
て
ほ
ぐ
し
、血
行
の
改
善
、疲
労
回

復
を
促
し
、気
分
を
ス
ッ
キ
リ
さ
せ
て

く
れ
ま
す
。ま
た
、筋
肉
の
柔
軟
性
を

高
め
る
と
、筋
肉
内
に
酸
素
を
取
り
込

む
量
が
増
え
、代
謝
を
ア
ッ
プ
さ
せ
、ダ

イ
エ
ッ
ト
や
姿
勢
を
美
し
く
保
つ
こ
と

に
も
効
果
が
あ
り
ま
す
。

　

町
で
は
、町
民
一
人
ひ
と
り
が
主
体

的
に
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
み
、人
と

人
と
の
ふ
れ
あ
い
を
大
切
に
し
、生
き

生
き
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

「
い
の
町
健
康
増
進
計
画
」を
策
定
し
、

キ
ャッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
作
成
し
ま
し
た
。

　

今
回
か
ら
こ
の
キ
ャッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の

内
容
を
、保
健
師
・
管
理
栄
養
士
か
ら

の
健
康
一口
メ
モ
を
添
え
て
、シ
リ
ー
ズ

で
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。健
康
は
宝

物
、日
々
の
健
康
づ
く
り
に
是
非
お
役

立
て
く
だ
さ
い
。

　

初
回
は「
き
」「
れ
」の
二
文
字
に
つ
い

て
掲
載
し
ま
す
。

■　浮　力　■
　胸まで水中に入ると体重は１／４
になり、膝痛・腰痛のある方や肥満
体型の方でも無理なく運動ができ
ます。下肢筋力が付けば膝をサポー
トし痛みの軽減にもつながります。

■　水　温　■
　体温より低い水温で新陳代謝が
活発になり、体温を調節する機能
も向上します。

■　水の抵抗　■
　水中では、あらゆる方向から抵抗
がかかるので全身の筋肉がバラン
ス良く鍛えられます。
　筋力が付くことで体が安定し、バ
ランス能力アップで転びにくい体
に。

■　水　圧　■
　水圧で血行が改善し、むくみ解消
や血圧が安定する効果があります。
また、胸全体が圧迫されるため呼吸
機能も向上します。

きれきれいな　みずとくうき　こころゆたかいな　みずとくうき　こころゆたか
けんこう　はぐくもう　いののまちけんこう　はぐくもう　いののまち
きれいな　みずとくうき　こころゆたか
けんこう　はぐくもう　いののまち

きもちよく
お風呂上がりに
　　ストレッチ

上半身ストレッチ

下半身ストレッチ

腕・肩 肩関節・胸 背中 体側首・肩

ふくらはぎ・アキレス腱 太もも前 内太もも お尻足の指

　

吾
北
む
さ
さ
び
温
泉
に
は
、歩
行
浴

用
プ
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。

　

昨
年
度
か
ら
2
年
間
、高
知
大
学
の

協
力
の
も
と
開
催
し
た
水
中
運
動
教

室
で
は
、体
力
測
定
結
果
や
参
加
者
の

声
か
ら「
下
肢
筋
力
の
向
上
」「
バ
ラ
ン

ス
能
力
の
向
上
」「
膝
痛
解
消
」「
血
圧

安
定
」な
ど
様
々
な
効
果
が
あ
る
こ
と

が
分
か
り
ま
し
た
。

　

陸
上
と
は
違
っ
た
水
中
な
ら
で

は
の
メ
リ
ッ
ト
を
是
非
ご
活
用
く

だ
さ
い
。

　

次
回
は「
い
」「
な
」の
二
文
字
を

使
っ
て【
運
動
】に
つ
い
て
掲
載
し

ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

ほ
け
ん
福
祉
課

（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

　

８
９
３̶

３
８
１
１

れっつごー
温泉施設で
　　　　歩行浴

水のパワー
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健康増進計画
キャッチフレーズ

①

③
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
気
持
ち
で

　

筋
肉
が
伸
び
や
す
く
、精
神
的
に
も

リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
い
る
入
浴
後
が
オ
ス

ス
メ

④
正
し
い
フ
ォ
ー
ム
で
伸
ば
し
て
い
る
部

位
を
感
じ
な
が
ら

ス
ト
レッ
チ
の
4
つ
の
ポ
イ
ン
ト

①
や
り
過
ぎ
や
反
動
を
つ
け
て
は
ダ
メ

　

気
持
ち
良
く
感
じ
る
あ
た
り
で
10

〜
20
秒
静
止

②
呼
吸
は
止
め
ず
に

　

細
く
ゆ
っ
く
り
と
息
を
吐
く
腹
式

呼
吸
を
行
え
ば
リ
ラ
ッ
ク
ス
効
果
も

ア
ッ
プ

ス
ト
レ
ッ
チ
の
効
果
っ
て
？

　
ス
ト
レ
ッ
チ
は
、固
ま
っ
て
し
ま
っ
た

筋
肉
を「
伸
ば
す
」こ
と
で
筋
肉
を
緩

め
て
ほ
ぐ
し
、血
行
の
改
善
、疲
労
回

復
を
促
し
、気
分
を
ス
ッ
キ
リ
さ
せ
て

く
れ
ま
す
。ま
た
、筋
肉
の
柔
軟
性
を

高
め
る
と
、筋
肉
内
に
酸
素
を
取
り
込

む
量
が
増
え
、代
謝
を
ア
ッ
プ
さ
せ
、ダ

イ
エ
ッ
ト
や
姿
勢
を
美
し
く
保
つ
こ
と

に
も
効
果
が
あ
り
ま
す
。

　

町
で
は
、町
民
一
人
ひ
と
り
が
主
体

的
に
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
み
、人
と

人
と
の
ふ
れ
あ
い
を
大
切
に
し
、生
き

生
き
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

「
い
の
町
健
康
増
進
計
画
」を
策
定
し
、

キ
ャッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
作
成
し
ま
し
た
。

　

今
回
か
ら
こ
の
キ
ャッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の

内
容
を
、保
健
師
・
管
理
栄
養
士
か
ら

の
健
康
一口
メ
モ
を
添
え
て
、シ
リ
ー
ズ

で
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。健
康
は
宝

物
、日
々
の
健
康
づ
く
り
に
是
非
お
役

立
て
く
だ
さ
い
。

　

初
回
は「
き
」「
れ
」の
二
文
字
に
つ
い

て
掲
載
し
ま
す
。

■　浮　力　■
　胸まで水中に入ると体重は１／４
になり、膝痛・腰痛のある方や肥満
体型の方でも無理なく運動ができ
ます。下肢筋力が付けば膝をサポー
トし痛みの軽減にもつながります。

■　水　温　■
　体温より低い水温で新陳代謝が
活発になり、体温を調節する機能
も向上します。

■　水の抵抗　■
　水中では、あらゆる方向から抵抗
がかかるので全身の筋肉がバラン
ス良く鍛えられます。
　筋力が付くことで体が安定し、バ
ランス能力アップで転びにくい体
に。

■　水　圧　■
　水圧で血行が改善し、むくみ解消
や血圧が安定する効果があります。
また、胸全体が圧迫されるため呼吸
機能も向上します。

きれいな　みずとくうき　こころゆたか
けんこう　はぐくもう　いののまち
きれいな　みずとくうき　こころゆたか
けんこう　はぐくもう　いののまち

きもちよく
お風呂上がりに
　　ストレッチ

上半身ストレッチ

下半身ストレッチ

腕・肩 肩関節・胸 背中 体側首・肩

ふくらはぎ・アキレス腱 太もも前 内太もも お尻足の指

　

吾
北
む
さ
さ
び
温
泉
に
は
、歩
行
浴

用
プ
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。

　

昨
年
度
か
ら
2
年
間
、高
知
大
学
の

協
力
の
も
と
開
催
し
た
水
中
運
動
教

室
で
は
、体
力
測
定
結
果
や
参
加
者
の

声
か
ら「
下
肢
筋
力
の
向
上
」「
バ
ラ
ン

ス
能
力
の
向
上
」「
膝
痛
解
消
」「
血
圧

安
定
」な
ど
様
々
な
効
果
が
あ
る
こ
と

が
分
か
り
ま
し
た
。

　

陸
上
と
は
違
っ
た
水
中
な
ら
で

は
の
メ
リ
ッ
ト
を
是
非
ご
活
用
く

だ
さ
い
。

　

次
回
は「
い
」「
な
」の
二
文
字
を

使
っ
て【
運
動
】に
つ
い
て
掲
載
し

ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

ほ
け
ん
福
祉
課

（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

　

８
９
３̶

３
８
１
１

れっつごー
温泉施設で
　　　　歩行浴

水のパワー
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ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内）  893－3810
吾北総合支所ほけん福祉課 867－2312
本川総合支所ほけん福祉課 869－2114

申請・問い合わせ

介護保険サービスを利用するための手続きについて　
　介護が必要となり、介護保険のサービスを利用するためには、まず、「要介護認定の申請」をすることが必要です。
　要介護（要支援）認定は、介護保険のサービスが受けられるかどうかを町が確認する手続きです。
　申請をすると、町の調査員が申請者の心身の状態などに関する調査に伺います。併せて、かかりつけの医師に意見
書を書いてもらい、これらをもとに、どのくらいの介護の手間が必要か「要介護度」を介護認定審査会で判定し、町が
認定します。

1

 有効期間と効力について　
　要介護認定には有効期間が定められています。引き続き介護サービスなどを利用する場合は、有効期間が
満了となる60日前から満了となる日までの間に再度申請（更新）を行わなければなりません。

①新規・区分変更認定の有効期間は、原則６か月ですが、介護認定審査会の意見に基づき３～６か月の
範囲で短く定めることがあります。

②更新認定の有効期間は、前回の認定結果と同じ区分に判定されたときは、原則12か月ですが、介護認定審
査会の意見に基づき、要介護認定では３～24か月、要支援認定では３～12か月の範囲で定めることがあります。

2

◇申請から要介護（要支援）認定までの流れ

被
保
険
者

居
宅
支
援
事
業
所
・
施
設
等
（
代
行
）

町
の
窓
口
へ
の
申
請

認
定
訪
問
調
査

主
治
医
の
意
見
書

・
調
査
項
目
に
関
連
し
て
書
き
取
っ
て
き
た
事
項

・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
判
定
（
一
次
判
定
）

介
護
認
定
審
査
会
（
二
次
判
定
）

要
介
護
（
要
支
援
）
認
定

認
定
又
は
非
該
当
通
知

要
介
護
１
〜
５

要
支
援
１
・
２

非
該
当

介護サービスの対象者

介護予防サービスの対象者

地域支援事業の対象者

����������	
��������
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★★★

「全面禁煙」は星が３つ

＊申込書は高知県健
康づくり課のホーム
ページからもダウン
ロードできます。
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生産農家

・森・森・森・森・森・森・森・森・森 んん
生産農家・森沢さ

ん

野菜

ソムソムソムソムソムソム ・水・水・水・水・水・水・水 んんん
野菜ソムリエ・水

田さん
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エコポイントを貯めよう ! !

友人・知人紹介キャンペーン

キャンペーン期間

「ＩＣカードですか」は、カードで電車・バスを利用すると、個人に還元される“ですかポイント”（精算運賃
の大人及び小児５％・65歳以上は10％）と、乗車距離に応じて付与される“エコポイント”（社会還元されま
す。）が貯まります。また、「ＩＣカードですか」の普及を目的としたキャンペーンも次のとおり実施します。
この機会に環境にやさしい「ＩＣカードですか」を購入してみませんか。

まだ「ＩＣカードですか」をお持ちでない方をご紹介ください。
＜紹介いただいた方＞と＜購入いただいた方＞それぞれに「です
かポイント」を100ポイント差し上げます。

期間中、2,000円以上「ＩＣカードですか」に入金いただい
た方の中から抽選で「ですかポイント」等の商品が当たり
ます。

12 月 1日（火）～1月 31 日（日）

問い合わせ ㈱ですか
参 882－6366

第２回ですかチャージキャンペーン

お知らせ
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い の 町 財 政 事 情 の 公 表
　町では、いの町財政事情説明書の作成及び公表に関する条例（平成16年いの町条例

第49号）に基づき、皆さまからいただいた税金や、国・県からの支出金、町債などが

どのように使われているかを年2回公表しています。

　今回は平成21年度の財政状況の概要及び平成20年度決算の状況をお知らせします。
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131131億億
9,116万5千円9,116万5千円

129億129億
5.1455.145万3千円万3千円

131億
9,116万5千円

129億
5,145万3千円

町税
（21.9%）

28億8,737万8千円

総務費
（19.2%）
24億9,179万
9千円

衛生費
（11.1%）
14億3,435万
3千円

労働費
（0.1%）

1,305万6千円

農林水産業費
（5.9%）

7億6,238万5千円

土木費
（11.1%）

14億3,162万6千円

民生費
（20.5%）

26億5,320万円

諸収入・使用料・その他（15.8%）
20億8,866万9千円

国・県支出金
（15.1%）

19億9,460万円

町債（11.5%）
15億1,240万円

地方交付税
（35.7%）

47億811万8千円

議会費（0.9%）
1億2,045万5千円

消防費
（4.0%）

5億1,756万5千円

商工費
（1.5%）

1億8,720万2千円

公債費
（15.8%）
20億5,006万
4千円

災害復旧費
（1.8%）

2億1,270万3千円

教育費
（8.3%）
10億7,704万
5千円

歳 入 決 算 額 歳 出 決 算 額
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12 月 ・ １ 月 の 催 し 物
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病
院
事
業
業
務
状
況
公
表

地
方
公
営
企
業
法
に
基
づ
き
、
病
院
事
業
に
関
す
る
9
月
末
日
現
在
の
概
要
及
び
平
成
20
年
度
決
算
の
状
況
を
、

次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。
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営業の場所を与えないことが一番です。集会所等は決して営業目的に貸し出さないこと。住民の皆
さんも、正当な業者が民家や駐車スペースを借りて営業することは考えられませんので、
業者の身なりや言葉遣いに騙されずキッパリと断り営業場所に貸さないでください。

健康に敏感な高齢の方です。扱われる商品は、布団、家庭用治療器具、健康食品など「健康関
連」のものが圧倒的に多く、健康食品では、１年分２年分と冷静であれば決して買わない大量の契
約をさせられることもあります。このＳＦ商法の業者の中には、契約を拒むと急に態度を荒げて暴力的
に脅して契約させたり、現金の持ち合わせがないとＡＴＭまでついてきたりする悪質業者もいます。

集会所や借り受けた民家に人を集めて日用品などをタダ同然の値段で配って興奮状態に盛り上
げ、最終的にまるで催眠術にかかったような勢いで高額な契約をさせる商法です。かつて「新製品
普及会」と名乗る業者が行った商法で、その頭文字をとってＳＦ商法と呼ばれています。

この商法は、訪問販売に分類されクーリングオフ（無条件解約）が可能です。
また、県条例でも禁止されていますので見かけたら下記に情報提供をお願いします。

ＳＦ商法とは

この商法の
　ターゲットは

ＳＦ商法の
　被害防止には

QQ

QQQ

QQQ

　　消費生活の被害やトラブルの相談は ●産業経済課 参 ８９３－１１１５
 ●高知県立消費生活センター 参 ８２４－０９９９

ＡＡＡ

ＡＡＡ

ＡＡＡ

集会所や借り受けた民家に人を集めて日用品などをタダ同然の値段で配って

興奮状態に盛り上

QQQQ
こんな場合には気をつけて！こんな場合には気をつけて！～ＳＦ商法～～ＳＦ商法～こんな場合には気をつけて！～ＳＦ商法～
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いの警察署から
お知らせ
いの警察署から
お知らせ

　平成18年６月から施行されている「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵
害問題への対処に関する法律」に基づいて、毎年12月10日（木）～16日（水）を「北
朝鮮人権侵害問題啓発週間」とし、各種啓発活動に取り組んでいます。
　これまでの北朝鮮工作員による拉致の多くは海岸付近で発生しています。
　昼間、夜間を問わず
　　○海岸周辺でうろつく見かけない不審な者（車・船）
　　○人目に付きにくい場所で潜んでいるような不審者
などを発見した際は警察へ通報をお願いします。

● 問い合わせ　　いの警察署　　 893‐1234
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楽しかったね♪

ママのお膝の上で
見る絵本大好き♪
ママ、大好き♪

12月のてくてくひろば

ぐりぐらひろば（いの町子育て支援センター）からのお知らせ

＊現地集合、現地解散です。日除け帽子を着
用し、水分補給のための水筒をご持参くだ
さい。親子ともに動きやすい服装と履物で
お越しください。
＊自家用車の方は、ぐりぐらひろば、又はす
こやかセンター伊野へ駐車してください。

＊なお、ほけん福祉課・町民課・図書館・吾北総合支所・吾北教育事務所・本川総合支所・本川教育事務所をはじめ、
町内各量販店（サンプラザ新鮮館天王・サンシャインラヴィーナ・サニーマート伊野店・サニーアクシスいの）に
設置している“ぐりぐらつうしん”や、  いの町ＨＰ　⇨　子育て情報　⇨　ぐりぐらひろばＨＰ  もご覧ください。

☆申込・問い合わせ　　ぐりぐらひろば（いの町総合健康センター内）　　　　892－3151

12月10日（木）
天神保育園（10：00～11：00）
★園のお友だちと遊ぼう★

申込締切日：１2月8日（火）

絵本の読み聞かせ
♪

★みにみに運動会
★

☆各保育園や幼稚園に出向き遊んだり交流
したりする“てくてくひろば”へのお誘い

　「友人に誘われて」「タンブリンや鈴の音に惹かれて♪」などと初めて来所される方が増えてい
ます。子ども同士が近くで遊ぶようになると保護者の会話も自然に生まれます。ひろばでは離乳
食やしつけのこと、子育ての悩み、試行錯誤した成果や家庭での工夫など、様々な会話が広がって
います。また乳幼児期の食事や睡眠、排泄等の生活習慣に関するご相談や、指吸いなどの気になる仕草、職場
復帰にあたっての不安等を職員にお寄せいただいています。子育てに一生懸命のご家族の皆さん、少しだけ家
事の手を止めて気軽に立ち寄っていただき、親子でホッとする時間を過ごしてみませんか。

お楽しみ会  8 日（火）手づくり楽器で楽しもう
 15日（火）クリスマス会

　

年末行事 24日（木）ぐりぐらひろばを大掃除

　

１月は5日（火）から開所します。

＊お土産の準備のため、できるだけ早くご連絡
ください。

★年に一度の大掃除に手を貸していただける方
を探しています。
　ぐりぐらひろば来所者のご家族の方や地域の
有志の方からのご連絡をお待ちしています。
※25日（金）・28日（月）の2日間は環境整備のた
め閉所します。

12月の行事予定 ★各行事へのご参加をお待ちしています。
事前にお申し込みください。

　出産や子育てに不安を感じたり子育てに関する情報や友達を求めたりしている妊婦
さんやパパ、ママ、小さいお孫さんと日々奮闘しているおじいちゃんやおばあちゃん。
　親子で集う遊びと語らいの広場“ぐりぐらひろば”に来てみませんか！？



��
���������

『ちいさいおうち』 1943年　コルデコット賞　受賞

＊子どもの本棚＊
核になる絵本19冊（No.6）

　「自然と、その中での簡素な生活から遠ざかれば遠ざかるほど、私たちは
幸福ではなくなる̶喜んでそれをこの本のメッセージにしたい」

バージニア・リー・バートン
　ちいさいおうちは、静かな田舎で季節の移ろいを感じながら幸せな時を過ご
していました。しかし、時代の流れとともに、この家に住む人はいなくなり、
鉄道や高層ビルに囲まれ、みすぼらしくなったちいさいおうちは、月の光の中
で踊るりんごの木を夢に見ていました…。町のめまぐるしい開発に取り残され、
忘れ去られた小さな家が、丘の上に移され、命を取り戻す『ちいさいおうち』の
お話。この本が、初めて紹介されたのは1954年、アメリカで出版されてから12
年も後のことです。
　バージニア・リー・バートンは今から100年前、アメリカのマサチューセッツ州に生まれました。バートンの絵
本はどれも子どもたちへの深い愛情から生まれてきたものです。そしてまた、いつも二人の幼い息子を最上の
批評家として、意見を尊重しながら絵本を作りました。字体やレイアウト、表紙、裏表紙、見返し…バートンは、
作品の細部にまで配慮とこだわりを持ち、丁寧に描いています。だからこそ、読者であり、主人公でもある子
どもの気持ちを見事に捉え、「見返し」からすぐに物語の世界にいざなってくれるのでしょう。
　ちいさいおうちが見つめたのは、人類の歩んできた歴史そのものでした。時間は、皆に平等に与えられ、過
ぎ去っていくものであるということ。彼女の絵本には、人間が大切に育んできたもの、自然に対する敬意や感謝、
ささやかな日々の暮らしを大切に受け継いでいこうとする素朴で健康的な精神が、今も生き続けています。

　＜読んであげるなら　4歳から／一人で読むには　6歳から＞

＊くつしたのあな＊ ～幼児から小学生のためのストーリーテリングと
　　　　　　　　　　　　　　　　　読み聞かせの時間～

12月19日（土）　14：30～15：00　☆毎月第3土曜日☆

＊読み聞かせ勉強会＊
12月10日（木）　10：00～12：00　☆毎月第2木曜日☆

バージニア・リー・バートン 文／石井桃子 訳　　1979年発行　岩波書店

＊朝の調べ＊ ♪図書館でピアノコンサート
★クリスマス　コンサート★ 12月6日（日）　 9：00～9：30　【開場8時45分】

ピアノ　梅原　千景さん・森岡　姫代さん

★雑誌開放のお知らせ★ 12月12日（土）　9時30分～
保存年限を過ぎ除籍となった雑誌や文庫本などを、町民の皆様に差し上げます。（お一人５冊まで）予約や返却は受け
付けておりません。ご了承ください。

P e e kP e e k  aa  B o oB o oP e e k  a  B o o

～ あかちゃんとおかあさんの絵本の時間 ～
12月15日（火）　10：30～11：00　☆毎月第3火曜日☆

＊クリスマススペシャル＊

【０～３歳児・保護者対象】　おひさま文庫（高知市）　岡本悦子さんをお招きし、わらべうたや手遊び、お話組木など
で楽しいクリスマスのおはなし会を開催します。皆さん遊びに来てください。

～ボランティアにより運営されています～
天王コミュニティーセンター図書室

木曜日 16:30～18:30
土曜日 10:00～12:00

開室日

12月12日（土）　10：30～11：00　☆毎月第2土曜日☆
＊おはなしの森＊おはなし会

本　館

毎週月曜日
祝日…23日（水）
館内整理日…27日（日）
※年末年始

月・水・金・日曜日
祝日
※年末年始

枝川分室

　 850－4360 　 850－4350

開館時間

休　館　日

電話番号

9：30～18：00

※いの町立図書館の本は返却できません。

※12月27日（日）～1月4日（月）図書館（本館・枝川分室）は休館です
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毎週月曜日、パソコンでお悩みの方に無料でご
相談を受け付けます。ただし、月曜日が祝日など
の場合には開催されないことがありますので、必
ず、予約申込をお願いします。（当日予約可能）

パワーポイント入門・スライドショー
パワーポイント入門コースはプレゼンテーショ
ンソフトです。
ミーティングや発表会など現在多種多様に使用
され多くの方が企画した内容の発表などに利用
されています。そのソフトの基礎を学習します。

パソコン相談室

パソコン入門コース

パソコン入門コースは、初めてパソコンを触る
方や、以前使っていたけど、もう一度基礎から学
習したい方向けの講座です。
マウス操作の基本・キーボード入力の基本を中
心にパソコンの基礎を学習します。

インターネット入門コース

インターネット入門コースは、インターネットエ
クスプローラーソフトを使用し、便利なホーム
ページの使い方を紹介し、インターネットの注意
点などを学びます。
また、メールのやり取りの練習でソフト使用方法
を学習しネチケットと言われるメール操作のマ
ナーについても学習します。

エクセル入門コースは、表計算ソフトであるエ
クセルソフトの基礎を学習します。エクセルでの
文字や数字の入力やグラフ作成、計算方法の
基礎を学習します。
エクセル応用コースは、関数を使った計算方
法やグラフの詳細設定、データベースの作り方
や活用の方法などドリル問題を抜粋し学習しま
す。

エクセル入門・応用コース

パソコン教室のご案内　1月開催予定講座

ワード入門コースは、文書作成ソフトである
ワードソフトの基礎を学習します。表現力のある
文章や表の入った文章、図を入れた文章など
の作成をします。
ワード応用コースは、行の間隔を設定、囲い
文字や、ページ罫線など、詳細設定を変更し細
部に表現力をもつ文章の作成などドリル問題を
抜粋学習します。

ワード入門・応用コース
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　このコーナーでは、各園・学校の取組や様子をお知らせし、地域の学校としての情報発信をして
います。地域の皆様には、様々な取組にご理解とご協力をいただいておりますが、今後とも地域ぐ
るみで子どもの健全育成に関わってくださいますよう、よろしくお願いします。
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院長　森 木  光 司
吾川郡いの町3674 TEL（088）893‐0014

医療法人
光生会 森 木 病 院

内　科
外　科
小児科
循環器内科
消化器内科
リハビリテーション科
人工透析
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できることから　はじめよう!!

※Ｐ29につづく

※Ｐ28のつづき
電気カーペット
　＜断熱マットで効率アップ＞　床にそのままカーペットを敷くと、熱が床に逃げて暖房効率が下がります。
カーペットの下に断熱マットなどを敷くと熱も逃げにくくなり省エネにつながります。
　＜人のいない部分は、暖めない＞　カーペットを分割して暖める機能もあるので、人のいない部分はスイッ
チをOFFにしましょう。
　電気こたつ
　＜腰から上の冷え対策には＞　こたつは主に腰から下を暖める暖房機器なので、上半身は寒くなりがちで
すがカーディガンなど上着を１枚多めに着込むことで体全体が暖まります。またストーブやエアコンなど、
他の暖房機器と併用する場合は、控えめな温度に設定しましょう。

ガス・石油ファンヒーター
　＜早めのＯＦＦが決めて＞　暖房機器のスイッチを切った後もしばらくは室内の暖かさが続きます。外出
する時や寝る前には早めにスイッチを切るようにしましょう。
　＜フィルター掃除で効率アップ＞　ファンヒーターの性能をフルに活用するには、フィルターのお手入れ
は欠かせません。掃除機で吸い取るなどフィルターに詰まったゴミやホコリを取り除くと、暖房効率が上
がります。
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12月9日（水）吾北むささび温泉
点検・整備のため休業
（翌日からは通常営業します）

いの町観光協会事務局（ギャラリー・コパ内）
〒781‐2110　いの町3626
   893‐1211　　　 893‐1205
ホームページ　http://inofan.jp

連 絡 及 び

問 い 合 わ せ

いの町観光協会からのお知らせ
2月27日（土）・28日（日）かみの町いの「ひな祭り」2010開催

　今年３月に紙の博物館の「紙」と椙本神社の「神」を結ぶイベント、
かみの町いの「ひな祭り」を伊野地区商店街で行いました。商店街や
地域、関係機関の皆様のご協力により、おいしいものや各種物産を
町内外の方にＰＲすることができました。
　来春も２月27日（土）と28日（日）の２日間、
４回目となるかみの町いの「ひな祭り」2010
を開催します。取組に向けてのアイデアや
ボランティアスタッフなどを募集していま
す。お気軽に観光協会までご連絡ください。

・町内のおいしいものの情報
・観光資源（花、山、川、町並み…）に興味のある方
・観光情報を広く発信したい方や最新情報をお持ちの方　
・年間を通しての様々なイベントのボランティアスタッフ
・グリーン・パークほどの花壇・花づくりボランティアスタッフ

その他にもいろいろな情報やボランティアを募集中

グリーン・パークほどのの花壇 町内のおいしいもの

町並みガイド

町の元気につながる取組に
参加しませんか。

インプラント専用受付電話

（日曜日無料相談受付中：要予約）
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電気カーペット
　＜断熱マットで効率アップ＞　床にそのままカーペットを敷くと、熱が床に逃げて暖房効率が下がります。
カーペットの下に断熱マットなどを敷くと熱も逃げにくくなり省エネにつながります。
　＜人のいない部分は、暖めない＞　カーペットを分割して暖める機能もあるので、人のいない部分はスイッ
チをOFFにしましょう。
　電気こたつ
　＜腰から上の冷え対策には＞　こたつは主に腰から下を暖める暖房機器なので、上半身は寒くなりがちで
すがカーディガンなど上着を１枚多めに着込むことで体全体が暖まります。またストーブやエアコンなど、
他の暖房機器と併用する場合は、控えめな温度に設定しましょう。

ガス・石油ファンヒーター
　＜早めのＯＦＦが決めて＞　暖房機器のスイッチを切った後もしばらくは室内の暖かさが続きます。外出
する時や寝る前には早めにスイッチを切るようにしましょう。
　＜フィルター掃除で効率アップ＞　ファンヒーターの性能をフルに活用するには、フィルターのお手入れ
は欠かせません。掃除機で吸い取るなどフィルターに詰まったゴミやホコリを取り除くと、暖房効率が上
がります。
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広報いのは再生紙を使用し、 大豆インクで印刷しています。

12 /9～1/10 12月１日～8日の予定は広報11月号をご覧ください。
＜4か月児、1歳6か月児、3歳児健診は個別に通知します。＞

12月 1 月
12月１日～8日の予定は広報11月号をご覧ください。

保健行事予定表
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医療機関で受診を希望の場合は、受診の前に医療機関で受診日をご確認ください。

ー 医療機関でも健診が受けられます ー

※今年度の健診は１２月末日まで

健 診 を 受 け ま し た か ！

問い合わせ　ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内）　　893‐3811

いの町国保の40 ～ 74歳の方特定健診を受けましょう！！
「特定健康診査受診券」の有効期限が12月31日（木）に
なっていますので、それまでに受診してください。受診
券と問診票があれば、最寄りの医療機関で受診できます。

申し込みのあった方に受診券を発行しています。まだ受
診されていない方は、ほけん福祉課までお申し込みくだ
さい。受診券と問診票をお送りします。

■特定健診とは…
メタボリックシンドロームに着目した健診のことです。
■特定健診のメリットは…
○ご自身の健康状態を確認できます。
○糖尿病や心臓病・脳卒中等を予防し、いつまでも健や
かな生活を送ることにつながります。

※医療機関で受診する場合は、加入している医療保険の
保険者が発行した受診券が必要です。また、受診の前
に医療機関で受診日をご確認ください。

加入している医療保険の保険者又はお勤めされている企
業や事業所等に直接お問い合わせください。

75歳以上（後期高齢者医療保険）の方

サラリーマンご本人やサラリーマンの
扶養家族となっている配偶者などの方
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